
有害物質取扱い時の保護具着用表示イラスト化 

化学物質による危険の「見える化」 

現場で禁止している事項を【禁止事項】として
定め運用（全２２項目）。このように該当する 

恐れのある現場設備へ禁止事項をイラストで
表示し視覚に訴えている。 

硫化水素を含む内容物を扱うストレーナー。
開放時、保護具着用の必要性をイラストで 
表示し注意喚起している。 
※硫化水素は有毒ガスとしてピンク色で表示 

【禁止事項２】毒劇物・熱油等の取り扱いは指定
された保護具を着用せずに行ってはならない 


